
​安心して学べる環境づくりのために​
​聖学院中学校・高等学校​

​日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。​
​本校では、生徒一人ひとりが安心して学び、それぞれの主体性が育つ安全・安心な教育環境の維​
​持を最優先に考えております。​
​そのためには、学校と皆様が互いに信頼し、建設的な連携を図ることが不可欠です。一方で、近​
​年は社会情勢の変化や連絡手段の多様化に伴い、学校に求められる対応が極めて多岐にわたるよ​
​うになり、教育活動に支障をきたすケースも見受けられるようになりました。​
​つきましては、教職員が教育の専門家として最大限の力を発揮し、すべての生徒に質の高い教育​
​を提供し続けるため、以下の通り対応方針を整理いたしました。ご理解とご協力をお願い申し上​
​げます。​

​1．学校との連絡・相談について​
​お寄せいただいたご意見やご相談には、事実関係を正確に把握し、組織として適切に対応するた​
​め、情報を共有した上で回答させていただきます。​
​そのため、状況に応じて担任個人への直接的・継続的なご連絡（個人の携帯電話やSNS、放課後​
​の長時間の電話等）はお控えいただく場合がございます。その際は、管理職等が窓口となり、組​
​織として対応させていただきます。​

​2．面談の実施ルールについて​
​対面でのご相談につきましては、教育活動への影響を考慮し、以下のルールを設けさせていただ​
​きます。​

​❖​ ​事前予約制： 面談は原則として事前予約制とし、日時を調整させていただきます。​
​❖​ ​時間の目安： 1回あたり30分を目安とさせていただきます。​
​❖​ ​複数名での対応： 内容の正確な記録と客観的な判断のため、学年主任や管理職を含む複数​

​の教職員が同席することがあります。​
​❖​ ​業務時間内の対応： 教職員の心身の健康維持（働き方改革）の観点から、緊急時を除き、​

​原則として学校の勤務時間内での対応とさせていただきます。​

​3．記録の取り扱いについて​
​面談の内容を正確に記録し、後のトラブルを防止するため、必要に応じて記録（メモの作成や録​
​音等）をさせていただく場合がございます。これは、皆様と学校の双方が、事実に基づいた誠実​
​な対話を行うためのものです。​

​4．不当な要求・言動への対応について​
​万が一、以下のような社会通念上相当な範囲を超える行為があった場合には、速やかに対応を打​
​ち切り、必要に応じて弁護士、警察等の外部機関と連携する場合がございます。​

​➢​ ​大声、罵声、威圧的な言動、誹謗中傷​
​➢​ ​同じ内容の執拗な繰り返しや、長時間（深夜等）の拘束​
​➢​ ​SNS等への事実に基づかない投稿や、個人情報の晒し行為​

​5．最後に​
​皆様との信頼関係のもと、ともにご子息の成長を支えていけることを切に願っております。今後​
​とも、本校の教育活動へのご理解と温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。​


